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総務産業建設常任委員会 会議録（要旨）

開 催 日 時 令和 5年 9月 11日 月曜日 10時 00 分～13 時 58 分
開 催 場 所 全員協議会室
出 席 委 員 恩道正博 委員長、西尾雄次 副委員長

中村 聡、磯貝幸博、中川 達、南、守雄
欠 席 委 員 （なし）
オブザーバー 七田満男 議長
傍 聴 者 （なし）
説 明 員 松井 総務部長、北野 総務部担当部長、上前 都市整備部長、宮本 都市整備部

担当部長、神農 都市整備部担当部長、重島 消防長、山田 総務課長、安下 総
務課担当課長、北 財政課長、奥田 企画課長、宮崎 地域産業振興課長、長谷川
地域産業振興課担当課長、渡辺 都市建設課長、四月朔日 上下水道課長、中本
消防次長、福島 会計課長

事務局・書記 堀川 議会事務局長、川端 事務局次長兼参事

議 件

（1）町長提出議案の審査

・議案第 47号、令和５年度内灘町一般会計補正予算（第３号）
（議案第 47号 説明）

【委員】
「高校生等通学支援給付金」の概要について問う。

【説明員】
令和 6年 1月 1日時点で住民基本台帳に記載されている高校生等の保護者を対象とし、12月中

に案内文を郵送する。申請の際には、学生証等の写しを添えてもらう。今回の給付金は、北陸鉄
道浅野川線の運賃値上げを契機としているが、物価高騰対策も踏まえ、電車・自転車などの通学
の交通手段は問わず、高校生等のいる家庭全般を対象とする。

【委員】
民地における大雨被害は、国の災害復旧事業の対象にならないのか。

【説明員】
ならない。このような箇所の対応について、近隣の自治体の対応状況を確認する。
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・議案第 50号、令和５年度内灘町水道事業会計補正予算（第２号)
（議案第 50号 説明）

・議案第 54号、内灘町火災予防条例の一部を改正する条例
（議案第 54号 説明）

（2）執行部からの報告事項

・コミュニティバス北部ルート時刻表の一部見直しについて
現行の運行時間が、高齢者にとって買い物時間が短く、不便な状況であるとの意見を受け、時

刻表の一部見直しを検討している。見直しの概要は、役場での停車時間 10 分を撤廃し、アルビス
などの買い物施設への到着時間を 10分早めることで、滞在時間が 10分間増えるというもの
【委員】
いつから見直すのか。

【説明員】
地域公共交通協議会での審議、運輸局への届け出、バス停の時刻表の改正等が必要となる。早

ければ年内に見直しが行える予定。

・農地及び畑地かんがい施設災害復旧に係る予備費の充当について
７月１２日から１３日の大雨の影響により、宮坂・西荒屋地内の農地への崩土、及び西荒屋地

内の畑地かんがい施設送水管破損について、国の災害復旧事業の採択に向けた測量設計を速やか
に行うため、予備費を充当した。充当額は農地災害復旧事業に５００万円、畑地かんがい施設復
旧事業に２００万円。

・元気内灘 とれたて市の開催について
１０月１５日、１１月１９日、１２月１７日、いずれも第３日曜日に、役場庁舎のエントラン

スにて、実施する。

（３）その他

（特になし）

(以上)


